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開 催 日  平成２７年 ９月２５日（金） 
開催時間  午後６時～午後８時（終了予定） 
開催場所  京都市上下水道局本庁舎 別館１階研修室 
 
１ 開 会  
（１）京都市あいさつ          
（２）委員会の概要説明 
（３）審議委員の紹介 
（４）上下水道局幹部職員の紹介 
 
２ 委員長，副委員長の選任 
（１） 委員長の選任 
（２） 副委員長の指名 
（３） 委員長あいさつ 
 
３ 会議の公開について 
 
４ 京都市の水道事業・公共下水道事業の概要等について 
 
５ 議 題  

京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案）について 
       

６ 今後の予定 
   
７ 閉 会 
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京都市上下水道事業経営審議委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例（以下「条例」とい

う。）第１１条第２項に規定する委員会として，京都市上下水道事業経営審議委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 委員会は，上下水道事業の適切な執行管理や継続的な改善を進め，サービス

の向上を図りながら市民の皆さまに説明責任を果たし，市民の皆さまの視点に立

った上下水道事業を推進するため，外部有識者等の意見を取り入れることにより

事業の客観性・透明性を高めるとともに，市民の皆さまの視点に立った事業推進

を図ることを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 委員会の所掌事項は，次の各号に掲げるものとする。 

  各年度の事業計画及び中期経営プランの進捗状況の点検・評価並びに課題等の

ある事業の検討 

  上下水道事業経営評価制度の充実に向けた助言・提案 

  その他上下水道事業の経営に関し管理者が必要と認める事項の検討及び助

言・提案 

（組織） 

第４条 委員会は，委員１０名以内をもって組織する。 

２ 委員は，市民及び学識経験のある者その他管理者が適当と認める者のうちから，

管理者が委嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，２年以内とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は，再任することができる。 
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（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により定め，副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５ 委員長及び副委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（招集及び議事） 

第７条 委員会は，委員長が招集する。ただし，委員長及びその職務を代理する者が

在任しないときの委員会は，管理者が招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

５ 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

（部会） 

第８条 委員会に付議する事案を個別具体的に検討するため，委員会に部会を置くこ

とができる。 

２ 部会の構成員（以下「部会委員」という。）は，次の各号に掲げる者とする。 

  委員長が指名する委員 

  委員会に付議する事案について専門の知識を有する者のうちから，管理者が

委嘱し，又は任命する者 

３ 部会に部会長を置く。 

４ 部会長は，第２項第１号に掲げる者のうちから，委員長が指名する。 

５ 部会長は，その部会の事務を掌理する。 



６ 部会長に事故があるときは，あらかじめ部会長の指名する部会委員がその職務を

代理する。 

（部会の招集及び議事） 

第９条 部会は，部会長が招集する。ただし，部会長及びその職務を代理する者が在

任しないときの部会は，管理者が招集する。 

２ 部会長は，会議の議長となる。 

３ 部会は，部会委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 部会の議事は，出席した部会委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

５ 部会長は，部会の会議の結果を委員会に報告しなければならない。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，上下水道局総務部経営企画課において行う。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定

める。 

附 則 

この要綱は，平成２５年７月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は，平成２６年１２月４日から実施する。 
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京都市上下水道事業経営審議委員会の会議の公開に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 京都市上下水道事業経営審議委員会（以下「委員会」という。）の会議（以

下「会議」という。）の公開については，京都市市民参加推進条例第７条及び京都

市市民参加推進条例施行規則第３条に定めるもののほか，この要領の定めるところ

による。 

（会議の公開） 

第２条 会議は，原則として公開とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員長は，会議を公開することにより非公開情報（京

都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公になると

認めるときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（公開の方法等） 

第３条 会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めることに

より行う。 

２ 委員会は，会議を公開するときは，会議を傍聴する者（以下「傍聴者」とい

う。）の定員をあらかじめ定め，会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，会議を傍聴することができない。 

  棒，プラカード，つえ（疾病その他正当な理由がある場合を除く。）等人に危 

害を加えるおそれのある物を携帯している者 

  拡声器，鉢巻，腕章，たすき，ゼッケン，垂れ幕，のぼり，張り紙，ビラ等会 

議の進行を妨害するおそれのある物を着用し，又は携帯している者 

  酒気を帯びている者 

  その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 
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（傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は，職員の指示に従うとともに，次の各号に掲げる事項を守り，静穏

に傍聴しなければならない。 

  会議における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

   会議場において発言しないこと。 

  みだりに席を離れないこと。 

  飲食又は喫煙をしないこと。 

  携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。 

  会議場において，撮影，録音その他これに類する行為をしないこと。ただし， 

委員長の許可を得た者は，この限りでない。 

  前各号に定めるもののほか，会議の進行の妨げとなり，又は他の傍聴者の迷 

惑になる行為をしないこと。 

（傍聴者の退場） 

第６条 傍聴者は，会議を公開しないこととする決定があったときは，速やかに退場

しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第７条 委員長は，傍聴者がこの要領の規定に違反したときは，当該違反行為を制止

し，その命令に従わないときは，当該傍聴者を退場させることができる。 

（議事録等） 

第８条 委員会は，会議の終了後速やかに，議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録及び会議の資料は，原則として公開する。 

３ 前項の規定にかかわらず，委員長は，次のいずれかに該当するときは，議事録又

は会議の資料の全部又は一部を公開しないことができる。 

  会議を公開しなかったとき。 

  議事録又は会議の資料を公開することにより，非公開情報が公になると認め 

るとき。 



４ 委員会は，前項の規定により議事録の全部又は一部を公開しないこととするとき

は，議事要旨を作成し，公開するものとする。 

５ 議事録には，委員会において定めた２人の出席委員が署名しなければならない。 

附 則 

この要領は，平成２５年７月１日から実施する。 
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道
事
業
の
あ
ら
ま
し

項
目

H
2
6
年

度
末

実
績

給
水

人
口

1
4
6
万
4
千

人

普
及

率
9
9
.8
%

年
間

給
水

量
1
億
9
,1
0
5
万

 
/年

年
間

有
収

水
量

1
億
6
,6
7
7
万

 
/年

1
日

最
大

給
水

量
5
6
万
9
千

 
/日

施
設

能
力

7
7
万
7
千

 
/日

給
水

収
益

2
9
8
億
7
千

万
円

水
道

管
延

長
（
配
水
管
・
補
助
配
水
管
）

4
,1
7
3
k
m

 
水

道
事

業

3



 
公

共
下

水
道

事
業

項
目

H
2
6
年

度
末

実
績

処
理

区
域

内
人

口
１

４
５

万
９

千
人

普
及

率
9
9
.5
%

年
間

流
入

下
水

量
3
億
0
,8
9
7
万

 
/年

年
間

有
収

汚
水

量
1
億
8
,0
8
4
万

 
/年

施
設

能
力

1
2
5
万
7
千

 
/日

下
水

道
使

用
料

2
3
8
億
3
千

万
円

下
水

道
管

の
延

長
（
幹
線
・
支
線
）

4
,1
9
3
k
m

4

２
京

都
市

の
水
道
事
業
・
公
共
下
水
道
事
業
の
あ
ら
ま
し



5

３
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

の
役

割



6

①
水
需
要
の
減
少

４
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

の
経

営
課

題

1
5
0

1
6
0

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

2
1
0

2
2
0

2
3
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

有
収
水
量
の
実
績

有
収
汚
水
の
実
績

（
百

万
 

）

②
施
設
の
老
朽
化

水
道
は
平
成
２
年
，
下
水
道
は
平
成
９
年
を

ピ
ー
ク
と
し
，
以
降
は
毎
年
下
が
り
続
け
て
お

り
，
安
全
安
心
，
安
価
で
環
境
に
優
し
い
京

都
の
水
道
水
の
Ｐ
Ｒ
を
積
極
的
に
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

水
道
及
び
下
水
道
は
，
順
次
施
設
の
耐
用

年
数
を
迎
え
て
お
り
，
生
活
に
影
響
が
生
じ
る

漏
水
・
濁
水
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
老
朽
化

し
た
施
設
の
更
新
を
計
画
的
に
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。



◆
経

営
課

題
へ

の
対

応

7

○
節
水
型
社
会
の
定
着
に
伴
う
水
需
要
の
減
少

⇒
効
率
的
な
組
織
・
事
業
運
営
の
検
討

水
需
要
を
喚
起
す
る
た
め
の
施
策
の
検
討

○
施
設
の
老
朽
化
な
ど

⇒
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
( ※
)の
考
え
方
に
基
づ
く
計
画
的
な

施
設
更
新

事
業
推
進
・
経
営
効
率
化
・
財
政
基
盤
強
化
に
向
け
た

経
営
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
そ
の
実
施
計
画
の
策
定
，
推
進
が
不
可
欠

(※
) 
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
施

設
や

設
備

な
ど

の
資

産
を

効
率

よ
く
管

理
す

る
た

め
の

手
法

４
水
道
事
業
・
公
共
下
水
道
事
業
の
経
営
課
題



8

５
京
（
み
や
こ
）
の
水
ビ
ジ
ョ
ン



9

６
中
期
経
営
プ
ラ
ン

①
改
築
更
新
の
推
進

④
お
客
さ
ま
満
足
度
の
向
上

②
災
害
対
策
の
強
化

⑤
経
営
基
盤
の
強
化

③
環
境
対
策
の
充
実



財
務
面
を
中
心
と
し
た
客
観
的

な
業
務
指
標
を
用
い
て
，
収
益
性

や
生
産
性
な
ど

6
つ
の
区
分
か
ら

水
道
事
業
，
公
共
下
水
道
事
業
の

経
営
状
況
の
評
価
・
分
析
を
行
う
。

京
の
水
ビ
ジ
ョ
ン
に
掲
げ
る

2
2

の
重
点
推
進
施
策
（

9
3
の
取
組
項

目
か
ら
構
成
）
，
中
期
経
営
プ
ラ

ン
に
掲
げ
る

5
つ
の
重
点
項
目
別

に
評
価
を
行
う
。

水
道
事
業
・
公
共
下
水
道
事
業
の
経
営
評
価
は
，
経
営
戦
略
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
の
一
環
と
し
て
，
毎
年
度
そ
の
事
業
を
振
り
返
り
経
営
指
標
評
価
と

取
組
項
目
評
価
の
２
つ
の
方
法
で
評
価
し
，
今
後
の
事
業
運
営
な
ど
に
活
用

し
て
い
ま
す
。

1
0

７
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

経
営

評
価



経
営
指
標
評
価

・
水
道
事
業
，
公
共
下
水
道
事
業
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
く
業
務
指
標
評
価

・
財
務
指
標
を
中
心
と
し
た
指
標
に
よ
る
中
長
期
的
な
経
営
分
析

・
指
標
値
の
前
年
度
数
値
と
の
比
較
に
よ
り
事
業
の
改
善
度
を
確
認

・
偏
差
値
に
よ
る
大
都
市
平
均
と
の
比
較

取
組
項
目
評
価

・
上
下
水
道
局
事
業
推
進
方
針
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
度
か
ら
５
段
階
評

価
を
実
施
し
，
達
成
状
況
の
レ
ベ
ル
を
明
確
化

・
取
組
項
目
ご
と
の
評
価
結
果
を
重
点
推
進
施
策
ご
と
に
取
り
ま
と
め
，

経
営
目
標
の
達
成
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
体
系
的
に
評
価

1
1

７
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

経
営

評
価



1
2

７
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

経
営

評
価



1
3

７
水

道
事

業
・
公

共
下

水
道

事
業

経
営

評
価



８
広
報
活
動

1
4

①
上
下
水
道
施
設
の
一
般
公
開
，
見
学
会

②
地
下
鉄
，
市
バ
ス
で
の
広
報

③
京
（
み
や
こ
）
の
水
カ
フ
ェ



８
広
報
活
動

1
5

④
利
き
水

一
番
お
い
し
い
と
感
じ
た
水

回
答
数

割
合

１
位
：
水
道
水

5
,9
0
1

4
2
.9
%

２
位
：
国
産
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

4
,9
7
7

3
6
.1
%

３
位
：
外
国
産
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

2
,8
8
4

2
1
.0
%

合
計

1
3
,7
6
2

1
0
0
%

⑤
京
（
み
や
こ
）
の
水
飲
み
ス
ポ
ッ
ト
の
設
置

京
（
み
や
こ
）
の
水
飲
み
ス
ポ
ッ
ト

設
置
時
期

京
都
市
役
所
前
広
場
（
こ
ど
も
夢
広
場
）

平
成

2
6
年

7
月

「
バ
ス
の
駅
」
東
山
安
井

平
成

2
6
年

1
1
月

上
下
水
道
局
南
部
営
業
所

平
成

2
7
年

5
月

※
下
水
道
P
R
ポ
ス
タ
ー



９
「
琵
琶
湖
疏
水
通
船
復
活
」
試
行
事
業

1
6

明
治
期
の
先
人
た
ち
が
築
き
上
げ
た
貴
重
な
産
業
遺
産
で
あ
る
琵
琶
湖
疏
水
が
市
民
生
活
や
産
業
・
文
化
を
支
え
て
き
た

建
設
の
意
義
を
改
め
て
認
識
い
た
だ
く
こ
と
や
，
大
津
市
と
京
都
市
を
繋
ぐ
新
た
な
観
光
資
源
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
，
琵
琶

湖
疏
水
沿
線
の
大
津
・
山
科
・
岡
崎
地
域
の
更
な
る
活
性
化
の
源
と
な
る
こ
と
に
寄
与
す
る
た
め
，
琵
琶
湖
疏
水
船
下
り
実
行

委
員
会
に
お
い
て
，
通
船
復
活
に
向
け
た
試
行
事
業
を
実
施
し
，
本
格
実
施
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。

実
施
日

平
成
２
７
年
３
月
２
８
日
か
ら
５
月
６
日
ま
で
の

土
・
日
・
祝
日
の
１
６
日
間

コ
ー
ス

①
大
津
～
蹴
上

約
7
.8
k
m
（
2
,0
0
0
円
）

②
大
津
～
山
科

約
4
.2
k
m
（
1
,0
0
0
円
）

③
山
科
～
蹴
上

約
3
.6
k
m
（
1
,5
0
0
円
）

*乗
船
時
間
①
は
約
1時
間
，
②
及
び
③
は
約
30
分

運
航
数

各
コ
ー
ス
1
日

4
便

定
員

1
,1
5
2
名
（
1
便
6
名
）

１
事

業
概

要

２
実

施
結

果

募
集

人
数

1
,1
5
2
名

に
対

し
1
9
,0
3
3
名

（
約
1
6
.5

倍
）
。
特
に
桜
の
満
開
が
予
想
さ
れ
た
4
/4
(土

)1
1
:3
0
大

津
発

の
便

は
約

1
,2
0
0
名

（
約

2
0
0
倍

）
。

乗
船

者
モ
ニ
タ
ー

ア
ン
ケ
ー

ト
の

主
な
結

果

料
金

安
い
・
妥
当

9
1
%

景
色

・
沿
線
の
桜
並
木
等
の
風
景
や
扁
額
な
ど
を
目
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
，
素
晴
ら
し
い
。

・
疏
水
の
歴
史
と
先
人
の
苦
労
を
目
に
し
，
疏
水
が
市
民
生
活
を
支
え
る
大
切
な

施
設
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
。

乗
船

時
間

短
い
・
妥
当

9
6
%

ト
ン
ネ
ル
内
の
印
象

良
い
・
普
通

9
1
%

全
体
を
通
し
て

・
秋
に
ま
た
乗
船
し
た
い
の
で
，
継
続
し
て
実
施
し
て
ほ
し
い
。

・
船
の
速
さ
が
ほ
ど
ほ
ど
で
，
疏
水
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
流
れ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

３
秋

の
試

行
事

業
の
実
施

秋
の
試
行
事
業
は
，
今
後
の
通
船
復
活
試
行
事
業
の
本
格
実
施
を
見
据
え
，
観
光
庁
の
魅
力
あ
る
観
光
地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め

の
補
助
事
業
を
活
用
し
て
，
よ
り
充
実
し
た
本
格
事
業
に
結
び
付
け
る
た
め
に
実
施
す
る
。



1
7

１
０
次
期
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

平
成
２
７
年
度
は
，
次
期
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
（
平
成
３
０
年
度
～
）
策
定
に
着
手
す
る
年

＜
次
期
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
で
想
定
さ
れ
る
重
点
施
策
＞

・
配
水
管
更
新
の
更
な
る
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

・
初
期
の
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
か
ら
，
高
機
能
で
耐
震
性
に
優
れ
る

最
新
の
Ｇ
Ｘ
形
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
へ
の
更
新

・
危
機
管
理
対
策
と
し
て
の
浄
水
場
へ
の
導
水
管
の
２
系
統
化

・
営
業
所
の
再
編
の
完
了
（
４
営
業
所
へ
）

・
合
流
式
下
水
道
の
改
善
率
１
０
０
％
の
達
成

な
ど



資料 ５ 

 

   京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案）について 

 

 

 資料５－１  京都市の水の使用状況 

 

 資料５－２  京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案）につ

いて（概要） 

 

 資料５－３  京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案） 

 

 

 



京
都
市
の
水
の
使
用
状
況

琵
琶

湖
（

貯
水

量
2
7
5
億
 

）

給
水
量
（
1
9
0
百
万
 
/年

）

有
収

水
量

（
1
６
6
百
万
 
/年

）

地
下

水
（

貯
水

量
2
1
1
億
 

）

井
戸

水
使

用
量

（
1
9
百

万
 
/年

）

地
下
水
使
用
量
（
?
?
?
百
万
 
/年

）

地
下

水
利

用
専
用

水
道

設
置

者
分

（
3
百

万
 
/年
）

①
地
表
水

②
地
下
水

京
都
市
で
は
，
上
下
水
道
局
に
お
い
て
，
琵
琶
湖
（
貯
水
量

2
7
5
億

㎥
）
を
水
源
と
し
て
，
市
内
に
給
水
（

1
9
0
百
万

㎥
/

年
）
を
し
て
い
る
。

京
都
市
で
は
，
市
民
及
び
事
業
者
等
に
お
い
て
，
地
下
水
（
貯

水
量

2
1
1
億

㎥
）
を
使
用
し
て
お
り
，
下
水
道
の
汚
水
排
出
量

か
ら
み
る
と
，
井
戸
を
水
源
と
す
る
使
用
量
は
，

1
9
百
万

㎥
/

年
で
あ
り
，
そ
の
う
ち
地
下
水
利
用
専
用
水
道
の
量
は
，

3
百

万
㎥

/
年
と
推
計
し
て
い
る
。

1

資
料
５
－
１



京
都
市
の
地
下
水
利
用
（
業
態
別
・
井
戸
汚
水
）

2

平
成
２
６
年
度
実
績

水
道
汚
水

井
戸
汚
水
（
Ａ
）

計
（
Ｂ
）

件
㎥

㎥
㎥

%

ホ
テ
ル
・
旅
館

7
,2
3
7

2
,8
1
2
,0
1
2

2
,5
5
5
,1
9
0

5
,3
6
7
,2
0
2

4
7
.6
%

金
属

製
造

5
,7
3
5

1
,0
4
5
,8
4
0

1
,8
8
7
,7
9
1

2
,9
3
3
,6
3
1

6
4
.3
%

事
務

所
1
6
4
,2
4
8

8
,0
1
0
,3
1
5

1
,8
4
2
,2
6
9

9
,8
5
2
,5
8
4

1
8
.7
%

官
公

庁
2
0
,0
6
5

2
,3
1
5
,0
7
7

1
,8
5
1
,1
1
8

4
,1
6
6
,1
9
5

4
4
.4
%

病
院

3
,5
7
4

2
,3
6
8
,1
3
2

1
,5
4
0
,6
1
0

3
,9
0
8
,7
4
2

3
9
.4
%

酒
造

業
5
7
2

3
9
,2
9
8

1
,4
6
5
,6
5
3

1
,5
0
4
,9
5
1

9
7
.4
%

百
貨

店
2
,1
5
5

1
,2
9
2
,0
7
5

1
,3
8
0
,3
2
5

2
,6
7
2
,4
0
0

5
1
.7
%

食
品

製
造

1
3
,9
0
4

8
9
2
,3
8
6

1
,2
6
3
,4
7
2

2
,1
5
5
,8
5
8

5
8
.6
%

染
色

業
1
9
,3
9
1

8
1
9
,4
3
2

1
,0
2
8
,7
1
8

1
,8
4
8
,1
5
0

5
5
.7
%

製
造

業
5
0
,6
7
8

1
,5
6
2
,6
9
9

8
7
8
,0
7
9

2
,4
4
0
,7
7
8

3
6
.0
%

学
校

1
3
,2
3
2

3
,6
5
9
,2
8
2

7
8
5
,4
8
8

4
,4
4
4
,7
7
0

1
7
.7
%

浴
場

業
1
,7
8
9

6
0
4
,4
5
4

5
2
3
,0
6
9

1
,1
2
7
,5
2
3

4
6
.4
%

そ
の

他
8
,6
4
2
,6
6
0

1
3
6
,8
6
6
,7
8
7

1
,5
3
4
,3
6
6

1
3
8
,4
0
1
,1
5
3

1
.1
%

計
8
,9
4
5
,2
4
0

1
6
2
,2
8
7
,7
8
9

1
8
,5
3
6
,1
4
8

1
8
0
,8
2
3
,9
3
7

1
0
.3
%

延
使
用
者
数

業
態

汚
水
排
出
量

井
戸

汚
水

の
割

合

（
Ａ

/
B
)



京
都
市
に
お
け
る
地
下
水
の
活
用
例

京
都

市
災

害
時

協
力

井
戸

制
度

地
震
の
際
の
水
道
施
設
の
損
傷
な
ど
に
よ

り
，
生
活
の
た
め
の
水
が
不
足
し
た
場
合

に
備
え
て
，
市
民
が
所
有
す
る
井
戸
を

「
災
害
時
協
力
井
戸
」
と
し
て
登
録
し
，

災
害
時
に
地
域
住
民
に
井
戸
水
の
提
供
を

行
う
制
度
。
平
成
１
６
年
１
２
月
開
始
。

3



地
下
水
利
用
専
用
水
道
に
つ
い
て

地
下

水
利

用
専

用
水

道
と

は

膜
ろ
過
や
砂
ろ
過
で
処
理
し
た
地
下
水
を
水
道
水
と
混
合

し
て
用
い
る
設
備
。
設
備
の
故
障
時
に
備
え
，
大
口
径
の
給

水
管
を
接
続
し
な
が
ら
，
少
量
の
水
道
水
し
か
使
わ
な
い
た

め
，
経
費
の
負
担
の
在
り
方
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

原
水

槽

井
戸

地
下
水

膜
ろ
過

器

受
水
槽

水
道

水

給
水

＜
地

下
水

膜
ろ
過

シ
ス
テ
ム

の
イ
メ
ー
ジ
＞

地
下
水
利
用
専
用
水
道

（
膜
ろ
過
シ
ス
テ
ム
）
の
イ
メ
ー
ジ

4



地
下
水
利
用
専
用
水
道
の
現
状
①

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

H
1
2
H
1
4
H
1
6
H
1
8
H
2
0
H
2
2
H
2
4
H
2
6

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

H
1
2
H
1
4
H
1
6
H
1
8
H
2
0
H
2
2
H
2
4
H
2
6

施
設

（
施
設
）
件

（
水
量
）
十
万
㎥

5
８
件

3
3
８
万

㎥

①
地
下
水
利
用
専
用
水
道
へ
の
転
換
件
数

②
地
下
水
の
使
用
量

（
年
度
）

（
年
度
）

5

※
H
2
7
は
8
月

末
現

在
※
H
2
7
は
8
月

末
現

在

２
件

H
2
7

H
2
7



地
下
水
利
用
専
用
水
道
の
現
状
②

業
態

施
設

（
件

）

水
量

（
万

㎥
）

ホ
テ
ル

2
0

9
6

百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
等

1
2

8
1

病
院

1
5

7
3

複
合
ビ
ル

3
4
8

学
校

3
2
1

そ
の
他

5
1
9

計
5
8

3
3
8

業
態
別
の
件
数
及
び
減
少
水
量

（
2
7
年
8
月

末
時

点
推

計
）

6



水
道
料
金
の
負
担
イ
メ
ー
ジ

固
定

費
（
需
要
家
費
を
含
む
。
）

～
利
用
者
の
水
需
要
に
対
応
で
き
る
施
設
の
整
備
に
必
要
な
経
費
～

基
本

料
金

従
量

料
金

水
道

水

利
用

者

全
体

基
本
料
金

従
量
料
金

固
定
費

（
需

要
家
費
を
含
む
。
）

地
下
水

利
用
専
用

水
道
の

設
置
者

水
道

水

基
本
料
金

従
量
料
金

固
定
費

（
需

要
家
費
を
含
む
。
）

小
口
の

利
用
者

(小
口
径
)

基
本
料
金

従
量
料
金

固
定
費

（
需

要
家
費
を
含
む
。
）

減
収
（
回
収
で
き
な
い
固
定
費
）

地
下

水
水

道
水

水
道

水

大
口
の

利
用
者

(大
口
径
)

変
動
費

7

水
需

要
＝

水
道

水
の

使
用

量

水
需

要
＝

水
道

水
の

使
用

量

水
需

要
＝

水
道

水
の

使
用

量
+
地

下
水

の
使

用
量



原
水
槽

井
戸

地
下
水

膜
ろ
過

器

受
水

槽

水
道

水

給
水

故 障

地
下
水
利
用
専
用
水
道
の
課
題

通
常

時
設

備
の

故
障

時

地
下

水

8
,0
0
0
 

水
道

水

2
,0
0
0
 

水
道

水

1
0
,0
0
0
 

通
常
は
少
量
の
水
道
水
（

2
,0
0
0
㎥
）

し
か
使
っ
て
い
な
い
た
め
，
水
道
施
設

の
設
置
と
維
持
の
た
め
に
本
来
負
担
す

べ
き
額
に
対
し
，
大
幅
に
少
な
い
水
道

料
金
の
負
担
に
留
ま
っ
て
い
る
。

①
料
金
面
に
お
け
る
課
題

水
道
事
業
者
は
，
給
水
義
務
（
水
道
法

第
１
５
条
）
に
よ
り
，

故
障
時

に
必
要

と
な

る
⽔

量
（

1
0

,0
0

0
 

）
に

対
応

す
る

施
設

を
整

備
し

，
維

持
し

て
お
く

必
要

が
あ

る
。
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②
水
道
水
の
水
質
管
理
面
に
お
け
る
課
題

地
下
水
利
用
専
用
水
道
で
は
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
的
に
水
道
水
を
使
用
し
て
お

り
，
通
常
時
は
水
道
水
を
使
用
し
な
い
こ
と
か
ら
，
配
管
内
に
停
滞
水
が
た
ま
り

や
す
く
，
使
用
時
に
は
停
滞
水
が
専
用
水
道
に
混
入
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

地
下
水
利
用
に
つ
い
て
適
正
な
管
理
が
必
要

9

「
地
下
水
利
用
専
用
水
道
の
拡
大
に
関
す
る
報
告
書
」
（

H
1
7
日
本
水
道
協
会
）

水
道
水
と
地
下
水
と
の
混
合
水
量
の
変
動
な
ど
に
よ
っ
て
は
，
専
用
水
道
の

末
端
給
水
水
質
の
変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
，
配
水
管
路
内
の
圧
力
の
変
動
に
よ
っ
て
，

周
辺
地
域
の
他
の
水
道
利
用
者
の
給
水
水
質
に
も
赤
水
な
ど
の
異
常
が
発
生
す
る

恐
れ
が
あ
る
。

（
※
）
京
都
市
で
の
発
生
事
例
は
な
い
も
の
の
，
地
下
水
の
使
用
に
よ
り
水
道
水
が
停
滞
し
て
生
じ
る

水
質
悪
化
や
，
水
道
水
の
急
な
増
量
に
よ
る
周
辺
へ
の
赤
水
発
生
の
可
能
性
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。



経
営
審
議
委
員
会
に
お
け
る
審
議
経
過

8

・
平
成
２
５
年
度

第
２
回
経
営
審
議
委
員
会
（

2
5
年

1
1
月
）

・
平
成
２
６
年
度

第
３
回
経
営
審
議
委
員
会
（

2
6
年

1
2
月
）

・
平
成
２
６
年
度

第
４
回
経
営
審
議
委
員
会
（

2
7
年

2
月
）

（
審
議
経
過
）

◎
地
下
水
利
用
の
在
り
方
等
に
関
す
る
専
門
部
会
の
設
置
（

2
6
年

1
2
月
）

今
後
の
持
続
可
能
な
地
下
水
利
用
と
，
水
道
事
業
に
お
け
る
経
費
の
公
平
で
適
正
な
負
担
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
，
審
議
委
員
会
に
報
告
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
設
置
。

（
開
催
経
過
）

第
１
回
（

2
6
年

1
2
月
）
第
２
回
（

2
7
年

2
月
）
第
３
回
（
2
7
年

3
月
）
第
４
回
（

2
7
年

6
月
）



 

 

京都市の地下水利用の在り方等についての意見書（案）について 

 

１ 経過 
○平成２５年１２月に，地下水利用の在り方等について，京都市の実状を 
踏まえて専門家間で自由な意見交換を行うため，水谷委員長の私的な 
懇談会を行うことが確認された（平成２６年１月～１０月に実施）。 

○上記懇談会での議論を踏まえて，平成２６年１２月に，学識者等で 

構成される「地下水利用の在り方等に関する専門部会」を，京都市 

上下水道事業経営審議委員会に設置した。 

○平成２７年６月までに同専門部会を計４回開催し，公開の場での議論を 
踏まえて，意見書（案）をまとめた。 

 

２ 概要 
 (1) はじめに 
○ 地下水を取り巻く京都市の状況（利用の歴史，災害時協力井戸制度） 
○ 地下水利用をめぐる新たな課題（固定費負担の公平性確保） 
○ 水循環基本法の成立等の国の動向（水循環基本法） 
○ 対策検討の必要性 

 (2) 京都市の地下水利用の現状と課題 
  ○京都の地下水利用の現状 

・伝統産業や災害時における地下水利用の状況 
・地下水利用専用水道の導入が増えている現状を記載 

○地下水利用に係る課題 
・地下水利用専用水道の利用者は，通常の水道使用水量が少量である 
ため，水道料金からの料金負担が適正でなく，他の水道使用者との 
負担の公平性確保が課題である。 

 (3) 地下水利用専用水道の利用に対するこれまでの対応等 
  ○京都市における対応状況 

・地下水を浄水処理した水を受水槽に流入させて水道水と混合して給水 
する方式に対する対応基準を策定し，必要に応じて是正指導を行う。 

  ○京都市会付帯決議（平成２３年度京都市水道事業特別会計予算の議決時） 
  ○料金制度審議委員会の意見書 

・「大口径の給水管の基本料金・基本水量を引き上げ，新たな基本 
水量制を導入することなど」がまとめられた。 

・意見書に基づき，50～200mm 口径において水道料金の見直しを行った。 
   
  

資料５－２ 



○国の動向 
・新水道ビジョンにおいて，「地下水等の自己水源を利用する企業等への 
料金賦課方法について，経営的観点での対応を図る」との記載。 

   ・水循環基本法の成立 
 (4) 地下水利用専用水道の利用に対する具体的対策 

・他都市の具体的対策の紹介（神戸市，岡山市，北九州市，帯広市） 

・経営審議委員会の意見として，料金等使用者負担のこれまでの 

在り方をまとめ，今後の在り方，具体的対策を実施するに当たっての 

留意事項をまとめた。 

 

＜留意事項＞ 

 古くから地下水を利用してきた伝統産業等への影響について 

検証を行う 

 地下水利用専用水道利用者の企業努力を否定するものではない 

 地下水利用専用水道の設置状況等を的確に把握するための 

届出制度を検討する 

 水道施設の維持経費を適正で公平な負担とするために，広く 

市民に周知し，コンセンサスを得る 

 水循環基本法に基づく施策との調整を行う 
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